
大
限
四
年
六

M
二
十
一

nn第
三
居
留
慎
働
包
可
《
毎
刻
一
園
田
一
周
回
行
u

巷三十ユき事き事，ム'-，、ー覗

論

削

指

寵

足
刊
時
代
の
通
而
貿
易

家
屋
視
の
本
質

表
定
運
賃
論時

論

英
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労
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論
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概
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領
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擁
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農
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騎
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き
て

美
濃
名
森
村
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地
削
制
度

り
ミ
ュ
ヱ
ル
・
べ

f
リ

|

最
近
の
露
同
組
合
運
動
'

状
叫

A
T

開
山
同
時
険
法
雄
行
A
H

・
升
同
人
土
地
法
施
行
合

叫

剛

錦

鰍

本
誌
第
二
十
三
巻
網
目
録

行 韓日 一月三二十年五十iE大

放

伐

丈

市

博

士
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財

部
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A
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卦と

苑

即
時
両
国
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
投
呆

第
ニ
十
一
一
一
容

(
第
六
掛
一
一

O
)

L
L
〉

」
ノ
」
ノ
仁

露
西
亜
に
於
り
る
農
業
改
革
ミ
そ
の
殻
果吉

JII 

秀

造

緒

言日

「

ロ
V

ア
の
土
地
制
度
は
、
一
九

O
六
年
の
農
業
改
革
に
よ
っ
て
多
〈
の
麗
化
を
遂
げ
た
。
農
業
改
革
の
経
済
史

的
意
義
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
枇
曾
史
的
意
義
に
於
り
る
農
奴
解
放
E
、
政
治
史
的
意
義
に
於
り
る
憲

法
畿
布
芭
同
様
に
重
要
な
る
も
の
で
あ
b
、
こ
の
一
一
一
者
を
併
せ
て
革
命
以
前
に
於
る
三
大
劃
期
的
改
革
E
都
L
得

る
で
ゐ
ら
う
。
前
世
紀
後
字
以
来
ロ

V

ア
に
於

τ畿
遣
し
た
る
資
本
主
義
的
精
紳
は
、
漸
〈
農
業
方
面
に
も
浸
潤

し

τ来
た
。
従
来
の
中
世
的
土
地
制
度
吉
、
新
興
の
資
本
主
義
的
精
紳
ご
の
聞
に
介
在
し
て
、
ロ
V

ア
の
農
業
は

大
な
る
矛
盾
を
戚
じ
始
め
た
。
而
し
て
こ
の
資
本
主
義
的
精
紳
に
順
臨
す
る
活
に
は
、
農
業
改
革
は
必
須
の
要
件

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
乍
ら
農
業
改
草
は
単
に
経
済
的
理
向
に
基
い
て
、
土
地
の
生
産
力
を
増
進
す
る
を
目

的
正
し
て
の
み
行
は
れ
し
も
の
で
は
な
〈
、
そ
の
中
に
は
政
治
的
の
目
的
も
多
分
に
A

位
固
ま
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ

る
。
郎
も
政
府
は
旗
紫
な
る
農
民
一
授
の
勃
後
仁
鑑
み
、
従
来
の
さ

Y
の
制
度
が
農
民
の
囲
結
に
便
宜
多
か

h
し

を
如
っ
て
、
農
業
改
革
に
よ
h
ミ
ナ
ぜ
摩
し
て
私
有
地
を
増
加
し
、
又
密
居
村
落
を
分
割
し
て
散
居
的
な
ら
し



め
、
之
を
以

τそ
の
専
制
政
治
の
障
壁
た
ら
し
め
ん
E
企
て
し
も
の
で
あ
る
。
而
も
農
業
改
革
の
賞
施
に
嘗
っ
て

政
府
が
協
調
の
一
如
、
2
H
的
を
包
減
せ
し
事
は
、
こ
の
改
革
の
経
済
的
致
果
を

L
τ
充
分
な
る
成
功
を
得
せ
し
め

y
b

L
一
因
を
成
す
も
の
ご
云
ふ
ぺ
き
で
あ
ら
う
。

農
業
政
草
は
首
相
λ

ト
U
F

ィ
ピ
ン
の
脅
L
た
一
九

O
六
年
十
月
五
日
及
十
一
月
九
日
の
勅
A
T
に
4
h
、
主
正
し

て
行
は
れ
柁
。
農
業
改
革
は
農
民
所
有
地
増
加
策
、
共
同
地
の
私
有
化
、
耕
地
整
理
の
三
者
を
↓
一
た
る
内
溶
ピ
な

す
も
の
で
あ
一
る
が
、
今
此
改
革
に
よ
h
、
大
革
命
に
歪
る
十
年
間
に
土
地
制
度
の
上
に
如
何
な
る
縫
化
を
生
唾

L

ゃ
を
叫
っ
て
児
ゃ
う
。
但
V

U

ア
に
於
る
土
地
所
有
に
闘
す
る
大
規
模
の
調
査
は
一
八
八
七
年
比
一
九
O
五
年
の

困
問
に
行
は
れ
し
の
み
に
し
て
、
其
以
後
は
行
は
る
、
事
な
〈
、
信
協
す
べ
き
総
括
的
材
料
に
乏
し
レ
の
で
あ
っ

て
、
た
ャ
農
業
改
革

ω直
接
の
殺
川
市
に
闘
す
る
調
査
と
、
農
民
銀
行
の
事
業
に
閲
す
る
材
料
子
炉
」
存
す
る
の
み
で

ゐ
る
o
A
T
此
等
の
材
料
に
よ
っ
て
共
大
略
を
越
ぷ
れ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

農
民
所
有
地
の
増
加

改
革

ω粕
川
市
己
し

τ、
先
第
一
に
農
民
の
所
有
地
が
著
し
〈
増
加
し
た
。
改
革
に
於
る
農
民
所
布
地
増
加
策

は
、
凶
街
地
M
A
御
料
地
の
挑
下
及
農
民
銀
行

ω土
地
質
却
よ
h
成
る
。
政
府
は
闘
有
地
及
御
料
地
を
年
々
農
民
に

挑
下
げ
た
。
而

τそ
ω代
金

ω九
五
，
%
は
之
を
五
十
五
ヶ
年
賦
を
以

τ岡
牧
し
、
残
部
は
即
金
に
て
徴
散
し
た
。

か
〈
て
一
九
一
一
年
迄
じ
、
農
民
に
抑
下
げ
ら
れ
た
国
有
地
及
御
料
地
の
面
積
は
衣
求
の
如
(
で
ゐ
る
。

(
d
Hデ

シ
ア
ナ
シ
の
時
泊
。
以
下
本
稿
に
於
て
は
凡
て

ιな
る
略
符
を
用
ふ
)

(
伴
大
掠
一
一
一
}

え

ゴL

品占

施

協
同
躍
に
於
帥
り
る
農
業
改
革
と
そ
の
殺
削
指

第
二
十
三
谷
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説

手E

露
四
国
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
数
呆

M
m

ニ
十
三
番

(
乱
用
大
観
一
一
一
一
)

九
九

雌
買
者
政
(
人
)

抑
下
而
梢
(
車
位
d
)

捌
下
倒
特
(
附
位
ル

l
フ
ル

-
丸

O

七

年

Yミ

ブL

九
六
六
凹

一
一
四
九
二
三

O

一
九

O
入

年

一一一山ハムハ

四
五
一
七

削
六
三

λ
穴
式

一
九

O
九

年

一λo-
凹

一
三
九
三
荒
五

一一世

O
λ
一
エ
ホ
六
五

ゴL

O 

'1' 

一
凹
七
二
八

八
六
五
回

七
λ
二
五
叫
一
五

凹
八
二
七
二

一
八
回
五
二
一

o
b

" 
年

五
五
九
六

五
士
ニ
丸
三

一
一
一
五
回
二
二

λ
C

三
ニ
ヵ

0
0
五

而
て
こ
の
購
買
者
五
七
二
九
三
人
の
内
誇
は
次
の
如
〈
で
あ
る
。

言「

剛

値

的

陥

入

合

昔十

個

人

的

購

入

三
・
五
百
四

一
五
・
闘
が

土
地
を
叫
山
市
せ
ざ
る
者

開
ニ
・
聞
が

一
六
・
七
M
M

二
口
・
三
百
周

ニ
入
・
三
河

4・ι1.

fl 

下

立。
心 所

許可』
者者

一
子
三
が

ニ
入

-
t
u河

一
入
E

古
河

七

出

一
九
・

O
M

一
五
・
E
d
p

九
d
白
所
引
高

丸

d
i
-
-
五

ιの
所
右
右

一
角
・
λ
が

)
凹
・
闘
再

タ4

-
V 
/0 

七・
λ
d
N

五
・
七
戸

一
五

ι
以

土

山

所

有

者

次
に
農
民
銀
行
は
一
入
入
二
年
に
創
立
せ
ら
れ
た
る
政
府
庭
溺
の
金
融
機
関
で
あ
っ
て
、
農
民
に
劃
す
る
土
地

の
責
却
及
資
金
の
貸
付
等
を
主
た
る
職
務
E
な
せ
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
農
業
改
革
以
後
、
政
府
の
農
民
土
地
滑
加

策
に
基
い
て
大
な
る
活
艇
を
な
し
た
。
今
農
民
が
こ
の
銀
行
よ
h
肱
入
せ
し
土
地
は
左
の
如
き
数
に
達
し
た
。
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j， 
O 

年

プL

O 

ヒ

'1' 

ブL

O 

月、

年

O 

九

'1' 

九

一
九
一

O
年
(
と
月
詣
)

抵
首
階
付
茸
却
地
(
単
位
d
)

個
人
へ
の
寅
却

共
同
地
及
農
民

組
合
へ
白
東
却

邸
時
貰
却
地

{
車
位

4
)

三
九

O

一O
大
亙

六
八

C

一
一
六
七
六

λ
大=一
λ

合

計

四

三

λ
0
0
三

丸
式
三
回

一
九

O
七
九
九

三
三
一
七
五
七

豆
大
ニ
九

λ
=
一

三
七
一
七
八
六

合

昔f

入

九

六

=

一

六

六

三

八

一

五

六

右
泊
中
抵
抗
措
刊
班
却
地
と
一
再
ふ
は
手
付
金
の
残
部
自
回
状
を
柿
貨
に
す
る
儲
晶
、
車
却
地
に
抵
営
橿
を
附
し
て
斑
却
せ

L-も
の
で
あ
る
。

一
四
九
六
九
五
九

四
五
五
九

一
七
五
五
入
九

一
九
一
二
年
一
月
仁
於
て
は
、
こ
の
土
地
は
一
見
仁
」
一
六
三
七
人
五
三

ι
に
増
加
し
た
o

之
に
責
約
の
成
立
せ
し

土
地
を
合
す
れ
ば
、
三
五
五
一
七

O
三

ι
に
遣
す
る
。
以
上
切
如
き
農
民
銀
行
よ
h
購
入
せ
し
土
地
が
、
農
民
聞

に
如
何
に
分
布
せ
ら
れ
し
か
は
次
の
表
に
よ
っ
て
明
で
ゐ
る
。

腕

入

者

種

別

土
地
在
所
有
せ
ざ
る
も
由

一d
半
以
下
回
所
宥
者

一ι
4
1
1
=
z
o防
有
者

一4
z
l
六
d
の
所
有
者

説

苑

路
間
到
に
於
は
る
農
業
改
革
と
そ
白
殺
呆

第
=
十
三
島
世

一
二
六

O
凹

一
九
λ
丸
一
三

四
三
二
回
凡
じ

一一
λ
入
ニ

O

O 

-，、

一
一

五
六
二
四
一
一
一
七

踏

盟主

入

者

個
人
的
雌
入
者

共
同
凶
姐
?
と

回

世

陣

入

政

一
四
五
六
五

七
山
ハ
九

ゴι
丸

O 

四
λ
=一三

一
穴
穴
岡

一O
O
四
八

~J、
O 

回

O
七
O

九
O
一
凡

八
九
四
ニ

五
λ

合

ニ
三
阿
五
七

一
七
七
二
七

ニ
O
一
三

O

ニ
三
七
七
一

(
第
六
鵠

) 

計

百

分

J~ 

一一. 
一
六
・
七

一λ
・九四

九
九
コ
一
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説

高匝

路
四
到
に
於
吋
る
農
業
改
革
と
そ
自
殺
呆

第
三
イ
コ
一
容

(
第
六
鶴
一
一
回
)

九
丸
凹

丸

d
の
所
有
者

一

凹
ゴL

回
大

五

一O
七

O
七

O 

九
d
l
l
↓

z
n
d
由
所
有
者

回

丑王

四
J、

七
七
五

O

じ

0 
五

一
五

d

以

上

ω
所
有
昌

-t 

四

七
O 

じ
宜
六

一
七
六

O

五

合

言十

じ

ノ¥

一
O
六一-一

O

一0
0

・。

E
O九
六
八

即
L

ハ
d
以
下
り
農
民
は
会
購
入
者
の
約
入
制
で
あ
る
。
之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
・
農
民
銀
行
が
政
府
の
挽
下
方
針

正
岡
供
、
如
何
に
小
農

ω
設
定
を
目
的
ご
し
て
活
動
せ

L
か
を
認
め
る
事
が
出
来
、
而
も
こ
の
目
的
仁
闘
す
る
限

・9
に
於
て
は
、
相
蛍
の
放
刷
本
音
卑
げ
得
し
事
を
も
認
め
得
ら
れ
る
。

農
民
銀
行
が
農
民
に
貞
却
し
た
る
か
、
る
土
地
は
、
大
部
分
貴
族
共
他
の
地
主
が
農
民
銀
行
己
資
却
せ
し
も
の

で
あ
る
。
一
九

O
六
年
よ

b
一
O
年
迄
に
農
民
銀
行
が
責
却
の
目
的
を
以

t
獲
得

L
た
土
地
五
五
二
七

O
九
九
d

の
中
、
二
一

O
三

O
二
四
d
は
斑
却
を
委
託
苫
れ

L
H公
有
地
で
Mω

る
が
、
共
の
残
部
の
中
、
三
八
四
四
七

O
七
d

は
地
主
よ
り
の
購
入
地
に
し

τ、
会
館
の
七
制
を
占
め

τゐ
る
o

農
民
鋭
行
の
手
に
あ
る
以
上
山
」
」
地
山
中
、
農
民
に
貰
却
せ
ら
れ
し
以
外
白
土
地
は
、
大
部
分
は
貰
却
由
準
備
を
盤
へ
て
農
民
白
眺
民
を
持
て
る

も
の
で
あ
り
、
時
間
部
白
一
部
分
は
森
林
年
目
不
耕
地
で
あ
る
が
、
他
は
位
民
に
貸
付
け
て
長
期
、
姐
則
的
小
作
を
管
ho
肘
り
し
も
円
て
あ
る
o

地
主
は
一
九

O
五
年
以
後
盆
々
多
(
の
土
地
を
寅
却
し
た
。
一
九

O
五
年
よ
b
六
年
へ
か
り
て
金
銭
に
豆
っ
て

勃
畿
し
た
農
民
一
授
は
そ
の
勢
獄
烈
を
極
め
、
地
主
の
土
地
、
財
産
等
の
掠
奪
破
壊
は
宣
る
所
に
行
は
れ
、
都
市

に
於
る
捗
働
者
の
革
命
運
動
E
相
侠
っ
て
、
ロ
V

ア
の
枇
曾
的
不
安
は
極
度
に
遣
し
た
引
か
く
て
地
主
は
之
に
よ

っ
て
裁
っ
た
損
失
や
崎
市
戒
に
謝
す
る
不
安
の
絡
に
、
続
々

Z
し
て
そ
の
土
地
を
手
放
守
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o

試

一
年
に
於
る
員
族
所
有
地
を
見
れ
ば
四
三
ニ

O
高

ι{四
七
州
)
で
あ
っ
て
刊
貴
族
の
土
地
の
み
で
も
五

}L 
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年
間
に
六
七

O
高

ι
の
減
少
で
あ
る
o

而
て
か
、
る
地
主
の
寅
却
地
は
、
一
部
分
は
上
越
の
知
〈
農
民
銀
行
を
池

ιて
農
民
主
質
却
さ
れ
し
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
外
又
一
部
分
は
仲
介
業
者
の
手
を
絞
て
、
又
一
部
分
は
農
業
委

員
の
取
扱
に
よ
っ

τ、
多
〈
は
皆
農
民
の
手
に
移
b
し
も
の
で
あ
る
o

上
越

ω期
間
内
仁
農
業
委
員
の
取
扱
っ
た

農
民
、
地
主
聞
の
直
接
資
質
の
み
に
て
も
一
九
六
一
五
人
一

d
に
達
す
る
。

以
上
の
如
〈
に

L
て
一
九

O
五
年
以
後
の
農
民
の
土
地
私
有
は
、
一
は
政
府
の
政
策
に
よ

h
・
他
は
枇
曾
的
不

安
に
基
〈
地
主
の
土
地
寅
却
に
よ

b
、
盆
々
浦
加
せ
し
も
の
で
あ
る
が
、
今
漣
年
の
農
民
購
入
地
(
寅
却
地
を
控

の
金
量
は
概
算
次
の
如

t
で
あ
る
o

除
し
て
)

一
九
O
五
年
:
・
・
E
E
-
E
-
-
-
-
-
-
-
四
三
七
0
0
0
d

九
O
λ

年
:
:
:
:
:
:
・
-
:
・
-
λ
λ
λ
m
o
o
d

九
O

大
年
・
:
:
・
:
:
・
-
-
-
六
二
二
一
o
o
n
d

九
の
九
年
・
・
・
・
・
・
・
:
・
-
-
-
一
回
三
八
G
o
o
d

-
九

O

じ
年
:
・
-
:
・
:
:
-
‘
九
八
八
O
O
O
d

九

一
O

年
:
・
目
・
-
:
:
:
一
六
六
八
O
O
の比

一
年
以
後
は
、
農
民
銀
行
を
通
じ
て
農
民
が
購
入
せ
る
土
地
に
就
て
の
数
字
が
存
す
る
の
み
で
あ
る

ガ
、
そ
の
量
は
次
の
如

f
で
あ
る
。

九

二"

一
四
年
・
:
・
・
・
・
:
・
・
:
六
九
九
C
C
C
4

;JL 

年

-E
・E・
-
・
・
:
一
三
九
七
0
0
0
ι

7ι 

二
年
一

-
-
-
E
E
-
-
-
-
丸
一
七
O
O
O
d

ブL

一
五
年
・
・
-
-
-
-
-
-
-
-
-
三
三
九
o
o
c
ι

7L 

三
年
-
-
-
-
-
-
・
・
・
丸
ニ
四
0
0
0
ι

ヌL

大
年
:
・
・
・
一
-
-
-
・
・
:
↑
一

λ
0
0
0
d

之
仁
よ
っ
て
見
れ
ば
、
一
年
以
後
農
民
の
賊
入
地
は
漸
次
減
少
し
た
が
、
そ
の
原
闘
は
、
一
は
地
主
の

中
土
地
の
寅
却
を
欲
す
る
者
は
銑
に
漸
次
そ
の
資
却
を
終
ち
て
、
自
己
の
土
地
を
自
身
経
営
せ
ん
ご
す
る
大
地
主

JL 

j/Ij 

員止

露
両
班
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
数
民

第二十一一一巻

[
都
大
掠
一
一
五

L
L
r
a
 

j
J
A
E
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長官

施

路
間
亜
に
於
け
る
血
業
改
革
と
そ
の
殻
呆

第
二
十
三
谷

(
協
大
都
-
一
宍
)

L

L

J

 

J
F
，7
J
F
 

の
み
が
残
b
し
事
記
、

仙
は
欧
洲
大
戦
宗
に
よ
る
農
村
の
疲
弊
ご
に
蹄
す
る
事
が
出
来
る
で
ゐ
ら
う
。

千
高
4
以
上
の
土
地
を
購
入
し
た
の
で
あ
る

斯
の
如
〈
に
し
て
一
九

O
五
年
以
後
革
命
迄
に
於

τ、
農
民
は
一

d
p

、
向
オ
ガ
ノ
ア
且
キ

l
数
授
の
計
算
に
よ
れ
状
、
一
九
一
一
年
以
後
農
民
は
農
民
銀
行
に
よ
る
以
外
に
約
そ
の

こ
削
を
直
接
に
購
入
せ
し
己
の
事
な
る
が
故
に
川
合
計
約
一
一
一
二
六
高
d
を
獲
得
し
た
も
の
-
己
認
め
る
山
市
を
得
、

り

一
九

O
五
年

ω現
在
ピ
合
し
て
約
三
六

O
O高
ι
の
土
地
は
、
革
命
以
前
に
於
て
農
民
の
所
有
に
崩
せ
し
も
の
で

ふり，。。

農
民
用
盆
地
の
増
加

弐
に
之
を
土
地
使
用
的
上
よ

h
見
る
時
は
、
農
民
は
此
等
の
自
己
の
所
有
地
及
共
同
地
を
白
作
又
は
小
作
に
よ

り
川
盆
せ
し
以
外
に
、
岡
市
部
及
地
主
の
土
地
の
小
作
を
絡
み
し
事
は
勿
論
で
あ
一
る
が
、
そ
の
数
字
は
一
九

O
五
年

以
後
材
料

ω欠
け
て
ゐ
る
絡
に
正
確
な
る
も
の
を
血
中
げ
得
5
る
も
、
大
健
に
於
て
前
附
期
ご
大
な
る
一
謎
化
を
見

y

h
し
も
の
芯
思
は
れ
る
。
た
h
y

賞
期
に
入
つ

τ政
府
の
農
民
土
地
増
加
策
の
結
果
E
し
て
、
小
作
に
於
て
も
園
有

地

ω貸
典
の
み
は
著

L
量
増
加
を
認
め
る
事
が
出
来
る
0
3
今
一
九

O
七
年
よ
与
一
一
年
迄
に
、
農
業
委
員
に
よ
っ

τ農
民
に
貸
奥
せ
ら
れ

L
固
有
地
は
次
の
如
(
で
あ
る
。

一
九

O

七

年

-
:
-
:
:
:
λ
玉
ニ
ニ
=
二
d

ブL

一

O
年
・
・
:
一
-
-
一
ニ
λ
七
回

O
五・
4

一
九

O
λ

年
・
:
:
:
・
:
:
七
四
瓦
一
ニ
ニ
d

ブL

一
年

E

E

・E

・
-
-
-
-
-
七
五
七
凹
一

oι

一
九

O
丸
年
・
:
・
・
:
・
・

λλ
八
五
一
五
孔

告

計
:
・

1
:
・
:
:
四
五
三
一
六
八
一
二
d
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前
期
に
於
て
も
農
民
仁
貸
奥
せ
ら
れ
し
る
有
地
の
多
〈
存
せ
し
事
は
巳
に
述
べ
た
る
如
{
で
あ
る
が
、
か
、
る

R

公
有
地
は
一
旦
ミ
U
F

又
は
農
民
困
髄
に
一
括
し
て
貸
奥
せ
ら
れ
、
農
民
は
か
、
る
嗣
館
よ
h
更
に
1
7
制
配
布
さ
れ

し
も
の
な
る
が
放
に
、
そ
の
分
布
陣
肌
践
は
、
富
農
は
比
較
的
多
〈
の
分
割
を
受
付
、
貧
血
凪
は
か
、
る
小
作
地
す
ら

満
足
な
る
程
度
に
借
用
す
る
を
得
g
b
し
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
嘗
期
に
於
る
園
有
地
は
農
業
委
員
の
手
に
よ

h
、
直
接
農
民
に
劃
し
て
、
そ
の
必
要

ω耗
度
に
廊
じ
て
貸
奥
せ
ら
れ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
此
貼
に
於

τも
亦
農

業
改
革
に
於
る
政
府
の
小
農
設
置
の
方
針
を
掠
め
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

向
此
外
に
農
民
銀
行
所
有
地
の
多
く
は
農
民
的
小
作
に
委
ね
ら
れ
居

1
9
L事
前
漣
の
如

f
で
あ
h
、
結
局
一
九

一
六
年
に
於
る
欧
露
耕
地
の
用
盆
上
仁
於
け
る
分
布
は
弐
の
如
き
紋
践
で
あ
っ
た
。

農
民
耕
作
地

地
主
耕
作
地

、
パ
ル
チ
ッ
ク
栴
地
方

ヒ
大
・
一
ガ

ニ
=
一
・
丸
V
N

路

1血

ヵー

九
0

・λU
N

九
二
一
括

白』初

泊

1由

方

λ
九・

E
M

一
0
・
五
回

非

製

土

地

砂

中

央

工

業

地

方

九
五
ニ
ガ

司
-
b
d

E

・70
J

方

方

九
六
・
一
%

=
了
九
百

地

;0 

九
九
・
七
戸

0
・三百戸

Jレ

地

方

〆

ウ

ヲ

七
回
・
λ
肖

二
五
・
二
回

柑-1(' ，1、I'!i
央

農

業

f山

方

南

i也

古ー

凡
六
・
七
両

一
一
ニ
・
=
一
回

館

!11! 

方

丸
三
・
五
回

ハ
・
五
回

Fs 

オ二

:l"1I! 

第
二
十
三
容

(
第
六
批
一
一
七
)

諸
問
躍
に
於
は
る
農
業
改
革
と
そ
の
致
呆

現包

九
九
七

説:
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川
崎
四
到
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
り
効
呆

第
二
十
一
-
一
番

(
刷
所
式
就
一
一
八
)

九
九
入

苑

(一

下 新 '1・
グ普
オ路オ

Jレ Fレ

ガ地ガ

i血 j血

方方方

八
七
・
九
U
N

一
ニ
二
百

八
六
・
E
U
N

-
=
7
五
百

九
三
・
λ
同

ハ
・
二
百

一0
・
九
百

今
こ
の
表
に
よ
っ
て
認
め
得
ら
る
、
事
は
、
土
地
使
用
の
勅
よ
b
見
れ
ば
、
革
命
以
前
に
於
て
巴
に
全
欧
露
の

耕
地
は
そ

ω約
九
割
迄
農
民
の
占
有
す
る
所
な

h
L事
、
及
び
農
民
人
口
の
澗
密
な
る
農
業
地
方
仁
於
て
殊
に
農

民
の
土
地
使
川
の
割
合
が
大
な
る
事
之
で
あ
る
。
而
て
こ
の
事
は
郎
も
、
革
命
に
よ
っ
て
新
に
農
民
の
手
に
移
h

し
土
地
の
比
較
的
重
要
な
ら

5
る
一
帯
を
示
す
芭
同
時
に
、
革
命
後
に
於
る
土
地
整
理
及
農
業
経
管
法
の
改
革
が
殊

仁
重
大
な
る
忠
義
を
有
す
べ
き
も
の
な
る
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以

八
九
・
一
同

上

ιJ 

四

共
同
地
の
私
有
化

農
業
改
革
の
第
二
の
方
面
は
共
同
地
の
私
有
化
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
後
逮
ご
共
仁
、

u
v
ア
の
原
始
的
農
業

は
集
約
的
農
業
に
移
る
必
要
に
直
面
し
た
。
ロ
ジ
ア
の
山
田
統
的
土
地
使
用
制
度
た
る
ミ
ル

ω制
度
は
、
土
地
の
苧

等
な
る
分
配
を
そ
の
主
た
る
特
徴
ご
な
す
事
を
認
め
得
る
が
、
ミ

U
F

の
か
、
る
特
徴
は
、
他
面
に
於
て
農
業
内
集

約
的
経
債
を
妨
げ
る
も
の
な
る
事
は
明
で
ゐ
る
。
か
〈
て
今
世
紀
に
入
る
に
及
ん
で
ミ
ル
に
関
す
る
問
題
は
頓
に

そ
の
重
要
を
加
へ
、
常
時
に
於
る
枇
曾
思
想
の
中
、
保
守
主
義
を
奉
十
る
者
は
ミ

U
F

の
破
境
、
土
地
の
な
有
化
を

T

2

・
ド
与

唱
ヘ
、
之
に
反
し
て
即
応
主
義
者
等
は
之
が
存
総
合
主
張
し
た
。
之
ご
共
に
又
農
民
自
身
の
聞
に
於
て
も
、

、
ノレ



に
閥
し
て
こ
の
雨
後
の
主
張
が
相
調
峠
し
て
行
は
れ
、
比
傾
向
は
一
九

O
六
年
二
月
毛
λ

コ
1
に
閲
か
れ
た
農
民

大
曾
に
於

τ最
も
具
憾
的
に
表
は
れ
た
の
で
あ
る
o

か
〈
て
保
守
一
況
の
首
領
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン
に
よ
っ
一

τ行
は
れ
た

農
業
改
革
は
、
蛍
然
ミ
U
F

の
厳
止
及
土
地
花
有
の
柴
帥
を
そ
の
重
要
な
る
一
方
而
ご
し
た
の
で
あ
る
。
農
民
は
一

九
O
六
年
一
一
月
九
日
の
勅
令
に
よ
り
・
任
意
に
ミ
ナ
炉
』
脱
退
す
る
事
を
得
・
従
来
の
割
宛
地
は
共
催
自
己
の
在

有
地
芭
な
す
事
を
得
た
o

之
ご
漢
に
又
ミ
F

自
身
も
そ
の
構
成
員
の
w
p
数
決
を
以

τ
ミ
Y
を
解
髄
し
、
そ
の
共
同

地
を
私
有
地
己
な
寸
事
を
待
た
。
オ
ガ
ノ
ア
ス
キ
ー
致
授
仁
従
へ
ば
、
こ
の
勅
令
に
よ
っ
て
白
後
的
に
共
闘
地
を

私
有
地
正
し
た
網
戸
数
以
、
一
九
一
六
年
迄
仁
二
百
高
入
千
戸
に
達
し
た
o
p
ィ
1
ト
・
ク
旦

1
ド
ゼ

Y

仁
従
へ

ば
、
一
九
一
二
年
迄
仁
私
有
化
せ
し
も
の
一
人

O
高
戸
、
一
一

O
O高
ι
で
ゐ
る
。
然
る
仁
一
九
一

O
年
六
月
一

四
日
の
法
律
じ
よ
b
、
約
一
四
五
高
七
千
戸
が
在
併
地
保
陣
諮
脊
を
待
h
h

る
が
故
仁
、
之
E
A目
す
れ
ば
二
四
六
高

五
千
戸
が
事
質
上
私
有
地
を
獲
得
し
た
事
に
な
る
o

向

九

一

O
年
の
法
律
は
、
一
村
の
中
一
戸
で
も
保
防
音
を

待
た
者
が
ゐ
る
場
合
に
は
、
そ
の
村
は
私
有
制
に
移
b
L
も
の
正
見
倣
L
た
が
、
か
、
る
村
の
戸
数
は
保
掛
川
古
を

得
し
者
を
除
い
て
一
六
九
高
八
千
戸
あ
・
り
し
が
故
に
、
表
面
上
に
於
て
は
一
九
一
六
年
迄
に
四
一
六
前
三
千
戸
が

土
地
を
私
布
化
廿
一
し
も
の
ご
稀
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而

τ同
年
迄
に
於

τ共
同
耕
作
を
廠
せ

L
も
の
反
之
を
維

持
せ
し
ち
の
、
総
戸
数
は
約
千
四
十
高
戸
な
h
L
故
、
結
局
共
同
耕
作
制
度
を
保
持
す
る
戸
数
は
七
九
三
高
五
千

戸
(
表
面
上
に
は
六
二

O
高
戸
)
で
あ
っ
た
。
今
王
監
戸
を
脱
退
し
て
倒
宛
地
を
私
有
地
ど
な
せ
し
戸
数
の
逐
年
数
を

示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

第
二
十
三
谷

(
第
六
抗
-
一
九
)

苑

健
闘
車
に
於
け
る
農
業
改
革
、
と
そ
白
殻
呆

L

L

L

 

ブ
ゴ
到

設

下以5
 

qd 
Q
V
 o

r明
a
 p

b
 

f
M
O
J問
叫

t

I

I

I

 

g
I
a
1
1
 

川
書
L
書
書

白
描
し
掲
掲

E
I
E
}
I
 

L
師
団
副
酎

t
'
d
 

e
l
-
-
-

川
上
町
山

M
M

J

S

C

S

S

 

1

W

E
寸

W

W

2

。h0
0

4
m
E
t
町
、

細
川
刈
悶
四
日
一

世
U
W
O
O

一 一 一



設

苑

館
関
現
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
殻
呆

第
二
十
三
容

(
第
六
班
一
ニ
O
)
一

0
0
0

一
九
O
七
年
:
・
:
・
:
:
-
・
:
:
:
:
凹
λ
三

0
0

ブL

一
年
:
:
:
:
:
:
:
:
・
=
二
二
九
O
O

一
九
O
λ
年
:
:
:
:
;
:
:
:
:
E
O
λ
=
一

0
0

;1， 

二
年
・
:
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
:
・
ニ
三
一

0
0
0

九
O
九
年
:
・
:
-
:
:
:
:
:
:
五
七
九
回

0
0

九

=
一
年
:
・
・
・
-
・
・
・
・
・
・
・
・
:
・
・
ニ
三
二
四

0
0

一
九
一
O
年
・
・
・
・
・
・
・
:
・
・
・
・
三
五
O
四

0
0

ゴL

一
四
年
:
:
:
:
:
:
:
:
:
一
六
一
三
一

0
0

佐
野
串
民
同
「
路
回
調
純
情
史
研
究
」
(
六
O
λ
頁
)
に
於
て
、
共
同
地
山
私
有
地
に
判
じ
た
も
の
同
一
九
O
七
年
乃
至
一
九
一
一
年
に
於
て
合
計
五

二
三
凹
O
入
人
に
し
て
、
共
土
地
五
一
五
人
一
七

0
4
な
リ
と
せ
ら
札
て
ゐ
る
。
之
は
氏
出
後
に
遮
ぷ
る
腕
白
個
別
的

k
地
監
理
由
蜘
字

E
且
て
、

直
に
「
共
布
地
よ
り
私
有
地
に
料
ぜ
し
も

p
h
E
宇
」
(
六
O
ヒ
頁
)
な
り
と
解
せ
ら
れ
た
る
に
基
〈
も
の
で
あ
る
が
、
と
の
二
者
を
同
一
制
す
る
は

凱
て
あ

L
ぅ
。
仙
別
的
土
地
日
記
川
目
「
共
布
地
よ
り
私
有
地
に
跡
ぜ
し
も
の
」
ミ
中
に
て
、
受
白
土
地
の
整
聞
を
山
削

L
た
者
に
到
し
て
行
は
れ
し

も
山
と
解
す
る
を
主
判
と
な
す
，
へ
き
て
あ
ら
う
と
且
ふ
。
事
抗
に
於
て
ζ

の
両
者
心
狐
の
聞
に
は
大
な
る
差
典
出

h
す
る
の
て
あ
っ
て
、
私
布
牝

さ
れ
た
る
ゴ
地
山
岡
杭
は
、
柚
め
で
大
値
由
推
算
を
叫
て
す
る
も
、
一
九
一
大
年
諸
に
は
中
〈
止
も
一
五
C
O
出
d
に
叫
却
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
越
ぷ
る
所
仁
よ
っ
て
明
な
る
知
〈
、
共
同
地
の
な
有
化
が
政
府
の
施
端
な
る
抽
出
州
第
に
よ
ち
、
日
制
日
月
の

聞
に
か
、
る
大
な
る
敷
に
述
せ
し
事
は
、
大
な
る
成
功
ピ
稼
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
之
を
杢
慨
に
比

較
す
れ
ば
僅
に
二
一
ニ
・
七
%
の
家
族
が
土
地
を
松
有
化
せ
し
に
過
ぎ
な
い
l
o

政
府
の
か
、
る
人
銭
的
熱
狂
的
な
る

抽
出
納
の
結
果
に
し
て
、
向
且
つ
其
四
分
の
一
を
も
私
有
化
せ
し
め
得
g
b
L事
は
、
ミ
ル
制
度
が
農
民
間
に
如
何

に
深
き
根
祇
を
有

L
・
且
之
が
存
績
を
欲
す
る
思
偲
の
如
何
に
有
カ
な
b
し
ゃ
を
語
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

場F

整

理

五

ま也

農
業
改
革
の
第
三
の
方
面
は
耕
地
整
理
で
あ
る
。

ロ

V

7
の
農
民
が
過
去
数
世
紀
に
亘
b
、
批
曾
上
経
済
上
極

。ganowskii，百l摘書1:20耳6) 



め

τ悲
惨
な
る
妹
況
に
附
吟
せ
し
事
は
普
〈
知

ιる
、
所
で
ゐ
る
が
、
今
そ
の
一
耽
曾
的
、
政
治
的
原
因
は
鱈
〈
拍

〈
も
、
そ
の
経
糖
的
原
因
り
最
も
重
な
る
も
の
は
、
農
業
生
産
方
法
の
不
完
全
ピ
耕
地
の
快
乏
ピ
に
あ
っ
た
事
は

明
で
わ
る
。
一
九

O
六
年
の
農
業
改
革
は
之
が
匡
正
を
目
的
正

L
て
行
は
れ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
ぞ
の
中
後
者
に

謝
す
る
救
憐
集
古

L
て
は
前
逃

ω農
民
土
地
増
加
策
が
企
て
ら
れ
、
前
者
に
謝
す
る
政
策
は
所
請
訓
地
整
川
崎
で
め

っ
て
、
そ
の
主
な
る
方
面
は
第
一
に
ミ
ル
制
度
の
底
止
で
あ

b
・
第
二
に
は
主
正
し
て
遠
隔
刻
地
(
耕
地
ご
住
民

吉
の
隔
離
)
の
除
去
で
あ
っ
た
o

先
づ
前
者
に
就
て
見
る
に
、
ミ
U
Y

に
於
る
共
同
耕
作
制
度
は
必
然
的
に
交
錯
剛

及
強
制
耕
作
を
伴
ひ
、
叉
土
地
の
集
約
的
経
俸
を
妨
げ
る
も
の
で
あ

h
、
此
等
の
も
の
は
何
れ
も
皆
土
地
の
生
産

力
を
阻
害
す
る
事
の
甚
し
い
も
の
で
あ
る
。
而
て
か
、
る
主
防
制
度
の
底
止
に
就

τは
叉
必
然
的
に
土
地
所
布
継

の
問
題
を
件
ム
専
は
明
で
あ
っ
て
、
此
鮎
に
閲
す
る
施
設
に
就
て
は
上
に
遁
ぺ
し
所
の
如
〈
で
あ
る
。
併
し
共
同

地
を
厳
し
て
私
有
地
に
時
世
[
の
み
に
て
は
、
告
れ
は
車
な
る
所
有
権
の
問
題
に
過
ぎ
守
し
て
、
未
だ
農
業
生
産

力
の
進
歩
を
充
分
に
期
待
す
る
事
は
出
来
な
い
。
此
に
於
t
耕
地
整
理
に
よ
っ
て
、
同
一
人
に
属
す
る
数
多
の
持

地
を
一
一
加
に
集
合
し
、
以

τ交
錯
附
及
之
に
件
ふ
強
制
耕
作
を
除
去
す
る
事
が
必
要
E
な
る
o

蓋
し
「
農
業
経
演

の
進
歩
に
劃
す
る
最
も
恐
る
べ
き
綬
扮
は
法
律
的
な
る
所
有
形
式
に
は
非
十
し
て
、
制
宛
地
内
じ
於
る
持
地
の
安

錯
で
あ
ふ
リ
、
而
も
か
、
る
筏
舶
は
共
同
所
有
に
於
て
も
叉
個
人
所
有
に
於
て
も
、
殆
ん
Hζ

同
様
に
戚
告
ら
れ
る
」

か
ら
で
あ
る
o

故
に
今
以
下
仁
於

τ先
づ
改
革
前
に
於
る
交
錯
岡
及
海
陥
耕
地
の
妹
態
を
越
ぺ
、
次
に
之
に
劃
す

る
耕
地
整
理
の
経
過
を
簡
単
に
越
べ
と
こ
官
、
す
る
。

ロ
ジ
ア
に
於

τ安
鉛
幽
の
普
〈
存
在
せ
し
原
因
は
、
三
間
農
法
の
採
用
、
土
地
の
地
理
的
、
自
然
的
保
件
等
・

院

苑

露
両
国
に
於
け
る
農
業
政
革
と
そ
の
数
即
時

第
二
十
=
一
審

(
助
町
大
統
ご
二
)
一

c
c

I至。fod，RU~5koe zcmle-uslroistvo， S. (. 1) 



言世

施

路
四
国
に
於
廿
る
農
業
改
革
と
そ
の
殺
呆

品
二
十
三
谷

(
第
六
批

O 
O 

々
樋
ゐ

h
t
臨
も
、
そ
の
根
本
的
な
る
は
ミ
戸
制
度
の
存
在
で
あ
る
。
一
苅
来
ミ
戸
の
土
地
割
宛
方
法
は
、
共
同
地

を
地
味

ω相
等
し
き
郎
分
に
細
分
し
て
、
之
を
農
民
に
卒
等
に
配
布
せ
ん
ご
す
る
も
り
で
ゐ
る
か
ら
・
必
然
的
に

一
農
民
的
樹
首
地
が
数
制
の
持
地
に
H
T
れ

τ各
所
に
散
在
し
、
従
っ
て
そ
の
個
々
の
持
地
は
施
め

τ
細

小

己

な

h
、
一
見
に
北
(
形
肢
が
極
め

τ乱
雑
正
な
る
。
之
れ
所
前
交
錯
岡
の
特
質
で
あ
る
が
、
か
、
る
交
錯
同
が
農
業
生
産

カ
を
阻
害
す
る
事
の
甚
し
き
は
一
百
ム
迄
も
な
き
所
で
あ
る
。

H

V
ア
に
於
て
は
か
、
る
交
錯
剛
は
、
北
岡
地
内
仁

於

τ川
H

勿
論
、
在
布
地
地
方
に
於
て
も
亦
等
L
〈
存
在
せ
し
も

ωで
ゐ
る
が
‘
是

ω如
何
に
甚
し
か
り

L
か
は
衣

の
表

V
見
る
も
明
で
あ
ら
う
o

之
は
整
理
前
の
欧
露
各
地
方
に
於
る
十
二
勝

ω調
査
を
基
礎
ョ
己

Lτ
ベ
W

V

ン
数

授

ω作
成
せ
し
も
の
で
め
っ
て
、
相
々
的
持
地
放
を
有
す
る
農
家

ω分
布
ゆ
割
合
を
一
市
す
も
の
で
あ
る
o

一
戸
山
市
ず
る
持
地
内
魁

西

北

地

方
了
間
百

一
制
の
持
地
を
宿
す
る
出
家

ニ
畑
山
持
地
主
布
す
る
品
一
品

三
制
由
持
地
止
宿
す
る
出
家

0
・0
出

0
・
一
再

0
・
二
百

四
ー

l
王
制
。
持
地
es
布
す
る
出
家

大‘
l

l
一
O
側
心
持
地
在
泊
す
る
農
家

一て
O
H

一
0
・
五
回

一一

I
l
l
-
ニ
O
仙
の
持
地
を
宿
す
る
出
家

ニ
一
ー
ー
凹

O
倒
。
持
地
を
布
す
る
農
家

=
一
了
九
区

一
五
・
六
%

四
一

l
1六
O
側
白
持
地
を
有
す
る
農
家

大
一
I
l
l
a
一
O
O仙
の
持
地
在
宿
す
る
農
家
一
丸
・
式
出

北

部

地

主

H
F
T立
L
K岡
市
也

y

寸

w
i
v
h
v
N
f凡

t
p
i
j

，
p
p
山
凹

J

晴

子

j

j

0
・
九
が

0
・
三
珂

】

二

〆
O

C

{
タ

3
3
、，b

E
-
，O
/
 

五
・
五
戸

一
・
九
回

ハ
・
六
百
川

ハ・

λ
肖

一の・
λ
肖

凹
九
・
三
百

一
・
四
出

一一ヒ・入同

一
六
・
七
両

二
四
・
三
両

=
二
子
九
回

四
二
匹

一
大
・
士
対

七
・
五
回

λ

・O
ガ

0
・
二
回

五
・
丸
一
括

。・0
同
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(
詰
)

了
。
出

こ
の
去
に
日
越
算
或
は
般
宇
山
謀
値
あ
る
も
白
山
如
〈
な
れ

E
も
官
〈
そ
心
ま
h

を
掲

ro

0
・一戸

一
O
O個
以
上
自
持
地
を
有
す
る
農
家

0
・
七
百

じ
・
七
MN

こ
の
表
に
於
て
認
め
ら
る
、
事
は
、

持
地
川
町
交
錯
な
る
現
象
が
地
方
に
よ
っ
て
著
し
き
差
異
ゐ
る
事
で
あ
る
。

一
般
に
交
錯
州
の
税
皮

ω甚
し
き
山
酬
は
低
〈
ぺ
主
張
で
ゐ
る
が
・

北
部
及
西
北
部
に
於
て
殊
に
そ
の
然
る
を
見
る

の
で
あ
る
o

之
は
ま
正

L
て
こ
の
地
方
の
地
理
的
自
然
的
環
境
の
影
響
に
基
(
も
の
ご
忠
は
れ
る
。

次
に
ロ
ジ
ア
の
農
村
組
織
が
多
(
省
局
制
な
b
し
結
果
・
農
民
の
位
尉
ご
其
耕
地
正
一

ω距
雌
酬
は
ほ
側
め
て
大
な
る

が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
ミ
ル
に
よ
る
土
地
の
制
兆
の
錦
仁
盆
々
助
長
さ
れ
た
。
而
も
村
落
が
大
な
仇
ば

大
な
る
枝
往
々
是
の
共
同
地
は
大
に
、
従
つ

τ住
居
よ
h
J
距
る
耕
地
の
距
離
は
盆
々
大
正
な
る
。
攻

ω
二
表
は
朋

f
w
ス
タ

に
こ
の
事
貨
を
一
吊
す
も
の
で
あ
る
O

(

一
路
且
は
=
王
O
O
眠
、
約
九
町
四
七
川
弱
)

一
、
ク
ル
ス
カ
ヤ
州
に
於
る
調
査

住
居
と
最
泣
持
地
と
の
町
雌

一
日
跡
地
以

F

三

五

露

盟

五

l

一O
叫

m

一
O
蹄
盟
以
上

一
O
O戸
は
下
山
村
落

ハ五・
o
d
p

一0
・O
M

一-六・
O
M
N

九・
O
出

一
O
O
戸
以
上
。
村
落

〉

i
z
d

c
J
J
U
/
 

ニ
0
・
大
戸

三
八
・
ニ
出

ニ
0
・六回

、
ウ
オ
ロ
ネ
ジ
ユ

λ

刈
ヤ
州
ザ
ド
ン
ス
キ
?
腺
に
於
る
排
地
盤
班
後
由
調
査

佐
肘
と
最
読
持
地
と
り
距
離

ニ
一
路
旦
以
下

一一一ー
l
E
露
旦

五
路
盟
以
上

五
円
戸
以
下
白
村
務

八
四
・
一
戸

一
ニ
・
七
百

三
ニ
一
回

(
片
静
六
時
耕
一
二
三
)

O 
O 

設

苑

時
跡
周
到
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
致
某

九
二
十
三
容
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設

苑

健
闘
誕
正
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
致
呆

第
二
十
二
一
審

(
必
六
抗
一
ニ
凹
)
一
0
0四

五
O
戸
|
|
一
O
O
戸
。
村
落

回
大
・

O
N

回
三
・
二
回

一0
・
八
%

一O
O
戸
l
l
一-一
O
O
戸
の
村
蕗

=一
O
O
戸
以
上
回
一
利
搭

一λ
・一一両

q
-
l
L
6
 

E
F
-
-ノ
タ

問。"
O同

λ
C
・1
N

四・
λ
同

一
凹
・
=
一
%

勿
論
こ
の
遠
隔
訓
地
の
桂
皮
は
地
方
じ
よ
h
大
な
る
差
異
ゐ
h
、
東
南
地
方
の
如
〈
大
村
落
多
量
地
方
仁
て

は
、
持
地
の
遠
端
迄
一
一
一
O
|
四
O
露
盟
に
蓬
す
る
も
の
珍
し
か
ら
十
、
中
部
地
方
に
於

τす
ι六
露
虫
以
上
の
も

の
が
過
字
数
を
占
め
る
地
方
も
ゐ
っ
た
。
瓶
し
て
黒
土
地
帯
に
於
て
こ
の
傾
向
は
強
〈
現
は
れ
て
ゐ
花
。
而
も
u

v
ア
に
於
て
は
耕
地
の
距
離
が
住
居
よ
h
三
露
呈
な
る
場
合
に
於

τ、
そ
の
地
の
生
産
カ
は
金
〈
相
殺
さ
れ
る
ご

一五ふ。以
上
が
改
革
前
に
於
る
扶
態
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
今
改
革
に
際
し
て
か
、
る
鉢
害
の
除
去
の
翁
仁
如
何
な
る
整

理
方
法
が
採
用
せ
ら
れ
し
か
を
見
る
に
、
先
づ
之
を
其
謝
象

ω上
よ
ち
匝
別
す
れ
ば
、
集
倒
的
整
理
ピ
伽
別
的
整

理
ご
に
な
す
事
を
得
る
。
前
岩
は
共
同
耕
作
制
度
を
保
持
す
る
村
落
に
於
る
共
同
地
問
の
整
理
に
し
て
、
後
者
は

郎
も
共
同
訓
作
制
度
を
厳
し
た
る
村
落
の
土
地
、
出
仙
人
的
に
ミ
ナ
ぜ
脱
退
ゼ
る
農
民
の
替
制
施
地
、
及
農
民
の
以

前
ょ
、
り
の
割
私
有
地
の
灘
理
を
線
す
る
も
の
で
あ
る
何
人
ー
か
、
る
方
面
よ
b
見
た
る
整
理
の
結
果
(
一
九
O
七
l
一

一
年
)
は
左
表
の
如
〈
で
め
る
。

JL 

整
理
準
備
中
。
も
り

盤
珂
完
了
白
も
白

以
上
白
中
農
民
自
京
躍
を
得
t

も
の

而
舘

(
d
)

戸

釦

而
積

(
d
)

村
蕗
世

劇

務

釦

戸

動

面
積
立
)

吾一面一吾尭
H

一

柑

落

監

戸

監

左
右

吾
一
副
会

翌
完
思
同

売
fa 

芸
右
吉
ゴ
一

-一八口
A
A」目
白

集
倒
的
整
理

"" d事

ー

Z匂

芸
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個
別
的
整
理

完
宅
量

，、

一会

向
日
丸
山
き
一

一九一向車

吾

芙

五
-
ヨ
同
口

4

右

目

恒一一日恒三三日一

ゴ
君。
臨遺書

合

自白

一
四
日
耳
一
豆

一一世ロニ九回

宕
主
宅
耳

A
D
h
n
』口=一五

豆
z 
"凶

A 
_. 
g 
己

三三

，一、
主

吾一当一一ニニ

昌口望一

耕
地
整
理
は
ま
ご
し
て
右
の
五
ヶ
年
聞
に
多
〈
行
は
れ
し
も
の
で
あ
る
が
、
之
が
寅
行
に
際
L
t
、
前
述
の
如

き
耕
地
の
極
端
な
る
乱
雑
に
加
ふ
る
に
、
大
多
数
の
農
民
の
無
智
に
し
て
此
事
業
に
謝
し
て
何
等
の
理
解
を
も
有

せ
g
h
L事
は
、
大
な
る
障
害
を
成
せ
し
も
の
な
る
が
、
此
等
稲
々
の
障
害
を
排
し
て
以
上
の
如
き
成
蹴
を
牧
め

得
た
事
は
、
兎
も
角
も
大
な
る
成
功
ぜ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

夏
に
ロ
V

ア
の
耕
地
整
理
を
そ
の
健
様
の
上
よ
り
見
る
時
は
・
大
略
フ
ト
1
Y
(
の
宮
昨
日
)
、
ア
ト
Y
1
Y

3
5
5、
村
落
の
分
離
、
ヨ

Y

マ
サ

1
チ
ヤ
(
同
O
B
E
E
B昔
、
同
O
B
E
E
E
o
p
)
に
分
つ
事
を
得
る
o
フ
ト

1
y

zは
一
農
家
に
風
す
る
多
(
の
散
在
せ
る
持
地
を
集
め
て
一
回
域
の
耕
地
ご
な
し
、
共
耕
地
内
に
之
を
所
有
す
る

農
民
の
住
居
を
置
く
も
の
で
ゐ
る
。
之
は
耕
地
整
理
の
中
最
も
徹
底
的
且
合
理
的
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
管
に
遠

隔
耕
地
を
消
滅
せ
し
め
る
の
み
な
ら
十
、
叉
交
錯
岡
を
も
除
、
き
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
多
〈
の
地
方
に
於
て

賞
行
極
め
て
困
難
で
ゐ
る
o

蓋
し
之
が
賀
行
の
柏
崎
に
は
村
落
を
会
(
分
裂
せ
し
め
て
、
一
村
の
農
家
を
各
所
有
耕

地
内
に
移
怖
せ

e
さ
る
べ
か
ら
5
る
必
要
ゐ
る
の
み
な
ら
守
、
ヌ
地
水
の
多
〈
存
す
る
幕
、
牧
草
地
の
存
す
る
事
、

道
路
の
使
多
き
事
、
耕
地
の
康
さ
が
一
定
以
上
の
大
吉
守
有
す
ぺ
き
事
、
集
約
的
農
業
の
行
は
る
べ
き
事
等
・
稀

々
の
経
済
的
及
自
然
的
保
件
を
必
要
£
す
る
故
で
あ
る
向
而

τ之
等
の
諸
俊
件
セ
充
L
得
る
土
地
は
ロ
ジ
ア
に
於

て
も
多
く
は
な
(
、
結
局
全
土
の
ア
ト

1
w
化
は
行
は
れ
得
べ
か
ら
Y
る
事
で
ゐ
っ
た
。
第
二
の
ア
ト

UF1
プ
は

之
に
反
し
て
耕
地
古
住
居
正
は
分
離
し
、
住
居
は
普
通
に
村
落
内
に
前
提
合
し
て
・
持
地
の
み
を
一
ゲ
所
に
整
理
す

書t

苑

露
両
辺
に
於
け
る
農
業
改
革
・
と
そ
白
殺
果

第
ニ
十
三
巻

(
銀
六
掛
ニ
ニ
王
)
一

O
O
五
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詑

露
回
弧
に
於
げ
る
農
業
改
革
と
そ
白
殺
呆

苑

第
二
十
一
一
一
番

(
品
静
六
碗
一
二
六
)
一

0
0大

る
も
の
で
あ

h
、
第
三
の
形
躍
は
一
の
大
村
落
を
数
簡
の
小
村
落
に
分
解
す
る
も
の
に
し
て
、
か
、
る
方
法
の
中

最
も
普
通
な
る
は
村
落
を
分
解
せ
し
後
、
住
居
は
各
小
村
落
内
に
存

L
、
-
戸
賞
り
の
耕
地
を
成
可
〈
一
乃
至
三

簡
の
ア
ト
ケ
ー
プ
に
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
o

之
れ
所
謂
ア
ト
U

F

1

プ
式
村
落
分
離
で
あ
る
が
、
一
九

O
七
年
の

整
理
に
於
て
は
多
〈
関
却
せ
ら
れ
し
も
の
の
知
〈
で
あ
る
。
此
等
の
ニ
方
法
に
よ
る
も
、
交
錯
岡
は
或
程
度
迄
除

去
せ
ら
れ
、
且
住
居
耕
地
聞
の
距
離
は
著
し
〈
短
縮
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
ト

l
w
化
の
行
は
れ
雑
誌
C

地

方
に
於
て
は
極
め
て
有
放
な
る
整
理
法
で
あ
る
。
第
四
の
形
式
は
比
較
的
揃
和
な
る
も
の
に
し
て
、
却
も
同
一
人

の
有
す
る
持
地
の
数
を
出
来
る
丈
減
少
し
、
且
を
の
形
放
を
も
な
る
べ
く
規
則
的
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
之

は
ロ
ジ
ア
ヘ
移
入
以
前
に
於
て
出
血
〈
欧
洲
諸
国
の
耕
地
整
理
仁
行
は
れ
し
も
の
で
あ
る
。

今
般
理
後
仁
於
る
か
、
る
諸
様
式
の
分
布
を
見
る
に
、
最
も
康
f
行
は
れ
し
は

y
ト
l
w
及
ア
ト
ル

1
プ
、
就

中
後
者
で
あ
る
o

元
来
耕
地
整
理
の
質
施
に
蛍
つ
て
は
、
以
上
越
よ
る
が
如
き
諸
機
式
は
各
地
方
の
蚊
境
に
熔
じ

て
、
夫
々
そ
の
遺
訓
揮
を
異
に
せ

5
る
ぺ
か
ら

F
る
事
は
明
で
ゐ
る
に
も
拘
ら
す
、
ス
ト
U
F

ィ
ピ
ソ
J

は
巳
に
地
ぺ

L

如
き
政
治
上
の
目
的

4
h
し

τ、
唯
一
磁
の
整
理
方
法
印
フ
ト

1
w
を
ロ
シ
ア
全
土
に
施
さ
ん
胡
を
希
望

L
た
の

で
あ
る
o

併
し
乍
ら
彼
の
希
製
が
充
分
に
充
さ
れ
得

g
b
し
は
勿
論
で
あ
っ
て
、
結
果
に
於
て
は
ア
ト

l
ル
化
は

多
(
の
地
方
に
於

τ大
な
る
障
害
に
迎
泊
し
て
、
単
に
西
北
部
に
於
て
多
〈
行
は
れ
し
に
止
h
・
多
数
の
地
方
に

於
て
は
ア
ト
ル
!
プ
の
形
式
が
要
求
せ
ら
れ
、
政
府
自
身
も
中
念
に
し
て
之
が
奨
励
仁
締
官

F
る
を
得
古
る

E
E

っ
た
の
で
ゐ
る
。
今
べ

F

U

ン
致
授
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九

O
七
年
よ
り
一
九
一
六
年
迄
十
年
間
の
個
別
的
整

フ
ト
!
ル
及
ア
ト

Y
1プ
の
形
式
を
採
れ
る
農
家
製
は
合
し
て
一
一
二

O
一
二
五
五
戸
に

Lτ
、
此

理
の
結
果
は
‘

(. 1922， p. 60， pe目 hin，Sbornik 0 zernle， No 



土
地
一
二
七
七
七
一

O
八

ι
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
ニ
二
三
七
四
七
4
の
土
地
が
一
五
五

O
五
戸
の
ア
ト
l
p
及

ア
ト
十
1
プ
農
仁
謝
し
て
挑
下
げ
ら
れ
、
叉
同
様
の
農
家
二
七
九
八
六
五
戸
に
謝
し
て
、
三

O
二
O
O六
二

ι
の

士
地
が
農
民
銀
行
よ
り
貨
却
せ
ら
れ
た
る
が
故
に
、
此
扇
形
式
の
農
家
は
合
し
て
一
五
九
六
六
二
五
戸
で
あ
b
、

そ
の
土
地
は
一
六

O
二
O
九
一
七

ι
に
し
て
、
会
農
家
数
の
約
一

0
・
五
%
で
ゐ
る
。
而
℃
今
そ
の
分
布
朕
磁
を

見
る
に
、
之
等
耐
柿
の
方
法
ゆ
主
主

L
て
行
は
れ
し
は
欧
露
五
十
州
中
十
七
州
に

L
て
、
就
中
西
北
部
(
白
露
地
方

及
湖
沼
地
方
)
の
一
五
乃
至
二
九
M
t
、
南
部
及
東
南
部
(
小
露
の
一
部
及
新
露
地
方
)
の
一
二
三
乃
至
三
一

μ
が
段

も
盛
で
あ
っ
た
。
而

L
比
等
の
地
方
に
於
る
扇
形
式
の
H
T
布
の
割
合
に
は
大
な
る
差
異
ゐ
る
ブ
ヨ
筈
で
め
る
が
‘

土
地
整
理
委
員
曾
の
後
表
は
前
掲
の
表
の
如

f
此
雨
者
を
混
合

Lτ
、
取
に
伽
別
的
推
理
の
頃
に
入
れ

τ居
る
が

依
に
、
そ
の
分
布
の
制
合
を
知
る
を
得
な
い
の
で
ゐ
っ
て
、
た
い
農
民
銀
行
の
糠
告
に
よ
hf
・
銀
行
を
通
じ
て
農

民
一
り
所
有
に
移
っ
た
土
地
に
就
℃
の
み
之
を
見
る
噂
を
得
る
の
み
で
ゐ
る
o

故
に
判
(
此
銀
行
責
邦
地
に
就
工
、

共
分
布
の
?
自
分
比
を
鬼
れ
ば
次
求
の
如
(
で
あ
る
配

露

地

方

「
ヌ
ト

3
ル
」
「
由
直
却

t
r
A

・七出

ヨ1，
.m 
ニ1

l血

帯

ーウ中 1同白

央

工

業

地

1j 

1日

1也

方

ヲ

Fレ

地

方

一小 国

苦官

市

i血

方

露

j~ 

方

苗主

苑

館
商
琵
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
の
投
晶

λ

五・丸
M
P

ハ穴・七
u
h

ニ
七
・
九
百

四八・=一出

コ
一
一
了
五
同

「
ア
ト
ル

i
プ
」
へ
の
斑
却

二
四
・
三
百
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詑

苑

健
闘
直
に
於
け
る
農
業
改
革
と
そ
O
批
呆

(
第
六
税
一

=
λ
)
一
0
0
λ

第
二
十
三
容

」

中

先

偉

業

地

方

帯
-一

ー
巾
グ
オ
ル
ガ
地
方

一

新

露

地

方

戸

下

グ

オ

ル

ガ

地

方

=7九出

ハ
六
・
一
区

黒

オヲ

地

一0
・
八
が

八
九
・
ニ
出

ユ
0
・
重
%

七
九
・
五
戸

九・
O
同

九一・
O
M
N

司L

均

九
・
一
括

六
0
・九出

之
に
よ
っ
て
見
る
も
、
7
ト
1
Y
化
は
た
い
非
黒
土
地
帯
の
西
部
に
於
て
の
み
盛
で
あ
っ
て
、
他
の
凡
て
の
地
方

に
於

τは
ア
ト

F
I
プ
が
優
勢
で
あ
h
、
而
も
来
の
地
方
税
盆
々
そ
の
制
合
が
大
な
る
事
が
罷
め
ら
れ
る
。
こ
の

事
は
却
も
各
地
方
の
自
然
的
及
経
済
的
環
境
に
廊
じ
て
整
理
の
方
法
を
異
に
せ
ざ
る
べ
か
ら
F
る
事
を
一
市
す
も
の

に
し

τ、
事
賞
ア
ト

1
Y
の
後
議
に
謝
す
る
障
害
は
東
南
部
地
方
に
於
て
著
し
か
与
し
の
み
な

ι宇
、
叉
中
部
地

方
及
北
部
地
方
の
一
部
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
印
此
等
の
地
方
は
何
れ
も
前
越
の
如
、
き
ア
ト

1uF
袋
迭
の
須

の
諸
僚
件
に
侠
け
、
就
中
中
部
地
方
に
於

τは
、
農
民
以
外
の
階
級
の
所
有
地
が
農
民
の
耕
地
の
聞
に
介
在
せ
し

事
も
亦
ニ
の
分
布
を
妨
げ
る
一
原
図
己
な
っ
た
。
叉
北
部
地
方
に
於

τは
道
路
に
乏
し
き
事
及
森
林
地
帯
多
〈
し

て
其
開
拓
に
大
な
る
資
力
Z
勢
カ
ご
を
要
す
る
事
は
、
他
面
に
於
て
ア
ト

1
w
後
遣
に
封
す
Mι
共
他
の
好
都
合
な

る
保
件
を
具
ふ
る
に
も
拘
ら
子
、
倫
ヌ
ト

1
Y
の
後
蓬
せ
・
3
る
原
闘
を
な
せ

L
も
の
で
あ
る
。
期
〈
て
ア
ト

1UF

は
革
命
前
に
於

τは
、
主
ご
し
て
之
が
謙
遼
に
適
す
る
諸
俊
件
を
具
へ

L
西
北
部
に
於
て
脅
迭
し
た
の
で
あ
る
。

之
に
反
し

τア
ト

F
1
プ
は
他
の
地
方
殊
に
中
央
農
業
地
方
、
南
部
及
束
南
地
方
に
於
て
後
逢
せ
し
も
の
で
あ
る

が
、
而
も
こ
の
形
式
が
其
本
質
上
、
フ
ト

1
P
に
比
し
て
農
業
上
の
陣
害
殊
に
遠
隔
耕
地
の
除
去
に
劃
す
る
放
呆
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は
相
調
的
に
止
・
9
・
之
を
徹
底
的
に
解
決
し
得
ぎ
h
し
は
嘗
然
で
ゐ
る
。
夏
に
叉
此
形
式
に
ゐ
つ
て
は
、
牧
草
地

の
不
充
分
な
る
潟
め
家
族
的
分
裂
或
は
土
地
所
有
憾
の
移
動
に
従
っ
て
絶
え
十
整
理
し
直
す
必
要
ゐ
る
を
慮
っ

て
、
大
多
数

ωア
ト
ケ
1
プ
は
牧
場
・
牧
草
地
・
山
林
等
を
共
布
地
一
ー
し
て
保
#
し
た
る
が
故
仁
、
土
地
の
私
有

化
も
完
全
に
行
は
れ
g
b
し
も
の
吋
解
す
る
事
が
出
来
る
で
め
ら
う
叩
今
交
錯
刷
及
遠
隔
耕
地
の
方
附
4

h
見
た

る
耕
地
整
理
の
成
績
は
次

ω
二
表
じ
よ
っ
て
推
測
し
待
ら
れ
る
が
、
之
に
ょ
う

τち
ア
ト
ル
1
プ
が
フ
ト

1
片
仁

比
L
τ
其
賞
行
仁
容
易
な
る
丈
り
、
又
其
致
果
も
不
徹
底
な
b
L
事
を
如
b
得
る
で
あ
ら
う
。

一
、
打
地
の
般
に
よ
る
農
家
分
布
山
自
分
比

!
l十
一
一
蹴
白
調
査

一
戸
前
り
の
持
地
般

聞

北

地

方

中

部

地

方

北

部

地

方

市
部
且
京
市
部
地
方

回

0
・一

μ

凹
了
。
同

一
九
・
七
出

-
n ノ
ノ。
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、
佐
肘
耕
地
問
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距
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よ
る
他
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分
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住
肘
耕
地
問
の
距
雌

同

北

地

方

凡
九
・

0
同

南
部
u
A
京
市
部
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一
路
恩
以
下

一
五
・
λ
d
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八
・
五
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二
五
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oup
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苑

銘
西
岡
に
於
け
る
農
業
改
革
と
共
白
殺
呆

品
F

一
十
三
容
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一
O
一O

館

0
・
凡
出

=
了
コ
同

五
路
旦
以
上

一
・
七
回

一七・
O
再

務
分
離
及
コ
ン
マ
サ

1
チ
ヤ
に
叫
到
し
て
は
殆
ど
多
〈
の
努
力
を
挑
は
な
か
っ
た
。

制
比
時
の
耕
地
整
理
に
於
て
は
、

政
府
は
以
上
附
輔
の
形
式
の
普
及
に
熱
す
る
の
依
り
、

他
の
詩
形
式
卸
も
村

わ
い
い
V

地
方
一
仁
よ
っ
て
は
、

農
民

自
身
が
白
後
的
仁
整
理
委
員
を
慌
し

τ此
等

ω方
法
を
採
胤
せ
し
に
止
っ
た
。

卸
も
中
部
地
方
及
東
出
地
方
等
に

す
る
に
就

τも
先
づ
大
村
落
を
分
離
す
る
に
非
れ
い
ば
不
可
飽
な
る
事
情
も
存
ゼ

L
を
以

τ、

か
、
る
形
式
の
方
が
一
居
よ
く
そ
の
自
然
的
保
何
に
油
廊
す
る
も
の
で
あ
b
、
又
ア
ト

UFl
プ
を
採
用

於

c
u・

此
等
の
地
方
仁
於

τ

主
ア
ト

UW1プ
t
t‘に、

t

ι

'

;

 

此
等
の
語
形
式
が
多
少
行
は
れ
し
も

ω
Z忠
は
れ
る
。
而
て
此
等
の
形
式
は
革
命
後
仁

於
る
土
地
整
理
に
於

τ、
出
問
〈
採
用
せ
ら
る
、
事
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

通告

一一一口

之
を
要
す
る
に
一
九

O
七
年
の
農
業
改
革
な
る
も
の
は
、
之
が
局
に
嘗
る
岩
が
貴
族
、
地
主
の
一
利
害
を
代
表

1

る
保
守
主
義
者
で
あ
b
、
従
っ
て
そ
の
計
剥
が
先
以

t
地
主
階
級
の
利
益
を
考
慮
し
て
行
は
れ
、
且
そ
の
中
に
は

前
越
の
如
き
政
治
上
の
円
尚
が
多
大
に
混
入
せ
し
事
は
、
共
計
劃
が
極
め
て
大
規
模
に
行
は
れ
、
且
外
見
に
表
ー

た
る
成
践
は
莫
大
な
る
数
字
を
一
市
す
け
れ
い
と
も
、
質
際
上
農
民
生
活
の
向
上
が
之
に
件
ム
を
得
し
ゃ
の
離
に
歪

J
J

t
は
大
な
る
疑
問
仁

Lτ
‘
寧
ろ
其
越
で
ゐ
る
ご
云
は
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
へ
ば
農
民
の
私
有
地
に
就

τ見
る

も
、
農
民
が
異
質
土
地
の
依
乏
を
戚
じ
っ
、
あ
る
地
方
に
於
て
は
、
地
償
高
〈
し
て
到
底
小
農
の
子
に
入

b
難



ぐ
い
一
農
民
銀
行
を
通
じ
て
農
民
に
譲
渡
せ
ら
れ

L
土
地
は
多
〈
人
口
稀
薄
日
る
僻
阪
地
方
に
存
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
叉
農
民
の
用
盆
叫
に
就

τも
、
そ
の
地
代
は
高
(
し
て
而
も
土
地
の
生
産
力
は
低
(
、
牧
支
債
は
f
c

る
も
の

が
大
多
数
で
ゐ
っ
た
叫
而
て
斯
の
如
き
理
向
に
よ
h
、
一
旦
私
有
地
ご
化
し
た
土
地
も
再
び
之
を
責
却
す
る
の
巴

む
な
き
に
立
至
る
農
民
も
亦
多
〈
ぶ
し
た
る
は
怪
し

U
に
足
ら
ぬ
所
で
あ
る
o
殊
に
す
へ
耕
地
整
理
に
際
し
て
も
、

政
府
の
目
的
は
生
産
力
の
増
進
金
計
る
方
両
に
偏
し
て
、
他
方
農
民
に
謝
す
る
土
地
の
扶
乏
は
依
然
Z
L
て
存
在

し
、
而
も
こ
の
生
産
力
の
品
目
展
を
目
的
ピ
し
て
行
は
れ

L
耕
地
整
理
も
俳
b
に
理
想
に
走
せ
て
、
個
々
の
地
方
の

版
態
及
農
民
の
意
思
に
は
大
な
る
考
慮
を
費
さ
十
し
て
行
は
れ
た
震
に
、
ぞ
の
放
川
市
の
多
〈
を
減
殺
し
た
o

新
工

此
著
し
(
人
局
的
な
る
ス
ト
ル
ィ
ピ
ン

ω耕
地
整
理
は
未

r充
分
な
る
品
目
川
市
を
粛
す
事
を
得
5
る
内
に
、
忽
も
大

革
命
に
よ
っ
て
一
掃
せ
ら
れ
了
っ
た
の
で
あ
る
o
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